
一有
瀬
町
―

歴
史
も
の
が
た
り
の
背
景

深

津

行

徳

卵
か
ら
生
ま
れ
た
新
羅
王
　
新
羅
王
は
卵
か
ら
生
ま
れ
た
、
と
い
う
。
こ
う
で
あ
る
（傍
点
、
ル
ビ
筆
者
）。

朝
鮮
の
遺
民
が
山
谷
の
間
に
大
つ
の
村
を
作

っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。
（中
略
）
こ
れ
を
辰
韓
六
部
と

い
う
。
あ
る
と
き
、
高
墟
村
長
の
蘇
伐
公
が
楊
山
の
麓
に
あ
る
羅
井
の
そ
ば
の
林
を
眺
め
る
と
、

馬
が
脆
い
て
噺
い
て
い
た
。
い
っ
て
み
る
と
馬
は
お
ら
ず
、
た
だ
大
き
な
卵
が
あ
る
だ
け
。
卵
を

割
く
と
中
か
ら
嬰
児
が
出
て
き
た
の
で
、
連
れ
帰

っ
て
育
て
た
。
十
歳
を
過
ぎ
る
と
、
幼
い
こ
ろ

か
ら
の
聡
明
さ
の
ま
ま
に
立
派
に
成
長
し
た
。
六
部
の
人
た
ち
は
、
彼
の
出
生
が
神
異
で
あ

つ
た

の
で
敬
い
、　
つ
い
に
王
に
推
戴
し
た

（『三
国
史
記
』
「新
羅
本
紀
」
始
祖
赫
居
世
居
西
千
条
）
。

＊
１
　
支
配

の
正
統
性
を
、

卵
や
椰
子
の
な
ど
球
形
物
体

か
ら
の
出
生
に
求
め
る
神
話
。

ポ
リ
ネ
シ
ア
や
新
旧
両
大
陸

の
古
代
文
明
地
域
に
広
く
分

布
し
、
南
方
的
要
素
が
強
い

と
さ
れ
る
。

＊
２
　
新

羅

・
高
句

麗

・
百

済
三
国
の
紀
伝
体
正
史
。
全

五
〇
巻
。　
一
一
四
五
年
、
金

富
載
ら
が
編
纂
。
朝
鮮
半
島

現
存
最
古
の
歴
史
書
。
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で
は
辰
韓
六
部
の
村
長
は
と
い
え
ば
、
天
か
ら
降

っ
て
き
た
。
そ
し
て
新
羅
王
は
、
六
部
を
改
称

し
て
姓
を
与
え
、
そ
れ
ら
の
代
表
者
と
と
も
に
国
家
を
運
営
し
た
と
い
う
。

突
山
高
墟
村
の
長
は
蘇
伐
都
利
と
い
い
、
天
か
ら
兄
山
に
降
り
て
き
た
。
及
梁
部
の
李
氏
の
祖
で

あ
る
。
（『三
国
遺
軌
】
「紀
異
」
新
羅
始
祖
赫
居
世
王
条
）

音
汁
伐
国
が
悉
直
谷
国
と
国
境
線
の
こ
と
で
争
い
、
新
羅
王
の
と
こ
ろ
に
来
て
判
決
を
求
め
た
。

王
は
難
問
で
あ
る
と
考
え
、
次
の
よ
う
に
言

つ
た
。
「金
官
国
の
首
露
王
は
長
老
で
知
識
が
豊
富

で
あ
る
か
ら
、
呼
び
出
し
て
彼
に
判
断
を
求
め
さ
せ
よ
う
」
と
。
首
露
王
は
審
議
し
、
争
い
の
地

を
音
汁
伐
国
の
所
属
と
し
た
。
そ
こ
で
新
羅
王
は
、
首
露
王
を
も
て
な
す
よ
う
に
、
六
部
に
命
じ

た
。
（『三
国
史
記
』
「新
羅
本
紀
」
婆
娑
王
二
三
年
条
）

四
世
紀
中
ご
ろ
に
勃
興
し
た
と
さ
れ
る
新
羅
は
、
加
羅
諸
国
、
百
済
、
高
句
麗
と
の
攻
防
を
制
し

て
朝
鮮
半
島
南
部
に
君
臨
し
た
。
そ
の
建
国
神
話
は
、
真
床
追
会
に
く
る
ま

っ
て
降
臨
し
た
、
と
い

う
日
本
神
話
と
も
類
似
し
て
興
味
深
い
。
だ
が
す
ぐ
に
、
た
と
え
ば

つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
も
わ
く
。

「難
問
を
解
決
す
る
の
は
、
な
ぜ
金
官
国
王
な
の
だ
ろ
う
か
」

＊
３
　
突
山
高
墟
村
。
長

ハ

蘇
伐
都
利
卜
曰
ヒ
、
初
メ
兄

山
に
降
ル
。
是
及
梁
部
ノ
李

氏
ノ
祖
タ
リ
。
（「三
国
遺
事
』
「紀

異
」
新
羅
始
祖
赫
居
世
王
条
）
。

降

臨

神
話
は
、
支
配
の
正
統
性
を

天
か
ら
の
降
臨
に
も
と
め
る

神
話
で
、
北
方
的
要
素
が
強

い
と
さ
れ
る
。

＊
４
　
朝
鮮
の
遺
文
逸
事
を

収
録
。　
一
三
世
紀
後
半
、　
一

然
の
編
纂
。

＊
５
　
金
官

国
は
、
「
日
本

書
紀
』
に
任
那
と
総
称
さ
れ

る
加
羅
諸
国
の
う
ち
南
部
の

中
心
的
な
存
在
で
あ

っ
た
が
、

五
三
二
年
に
新
羅
に
く
だ

っ

た
。



天
か
ら
降
臨
し
、
卵
か
ら
生
ま
れ
た
男
を
新
羅
王
に
推
戴
し
た
六
部
の
代
表
者
た
ち
は
、
た
だ
、

金
官
国
王
を
も
て
な
す
こ
と
を
命
じ
ら
れ
る
だ
け
な
の
だ
。
い
つ
た
い
新
羅
王
と
六
部
の
代
表
者
た

ち
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

つ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
神
話
に
そ
の
説
明
を
求
め
る
の
は
無
理
だ

と
し
て
も
、
朝
鮮
半
島
に
伝
わ
る
文
献
史
料
の
ど
れ
も
、
こ
の
疑
間
に
答
え
て
は
く
れ
な
い
。

日
本
に
去

っ
た
月
と
太
陽
　
大
韓
民
国
慶
尚
北
道
浦
項
市
。
文
献
史
料
が
語
ら
な
い
新
羅
王
と
六
部

の
代
表
者
た
ち
と
の
関
係
を
探
る
旅
を
、
こ
の
場
所
か
ら
始
め
よ
う
。
浦
項
市
は
迎
日
湾
に
面
し
、

こ
ん
な
説
話
の
伝
わ
る
町
で
あ
る
。

東
海
の
浜
辺
に
、
延
烏
郎
、
細
鳥
女
と
い
う
夫
婦

が
い
た
。
あ
る
日
、
延
烏
が
海
で
藻
を
採

っ
て
い

る
と
、
大
き
な
岩

（あ
る
い
は
魚
だ
と
も
い
う
）
が
あ

ら
わ
れ
、
延
烏
を
背
負

っ
て
日
本

へ
行

っ
て
し
ま
っ

た
。
日
本
の
人
た
ち
は
、
延
鳥
を
た
だ
の
人
で
は

な
い
と
思
い
、
彼
を
三
に
し
た
。
細
烏
は
帰
ら
な

い
夫
を
心
配
し
、
探
し
歩
い
て
い
る
う
ち
に
夫
の

表1 新羅六部と姓

姓 部
　
名

村
長

降
誕
地

村
　
長

村

　

名

李

　

氏

及
梁
部

瓢

口宙
峯

謁
　
平

閥
川楊

山
村

鄭

　

氏

沙

梁

部

（沙
琢
部
）

兄

　

山

蘇
伐
部
利

突

山高
墟
村

孫

　

氏

漸

梁

部

（漸
琢
部
、

牟
梁
部
）

伊
　
山

（皆
比
山
）

倶
礼
馬

（仇
礼
馬
）

茂
山大

樹
村

桂

　

氏

本
彼
部

花

　

山

智
伯
虎

角
山珍

支
村

（賓
之

・
賓

子
・
氷
之
）

表

　

氏

漢
岐
部

（韓
政
部
）

明

活

山

祗
　
滝

（只
他
）

金
山加

利
村

辞

　

氏

習
比
部

金

剛

山

虎

　

珍

明
活
山

高
耶
村

3  石 碑 一 歴 史 ものが た りの 背 景



草
履
を
見

つ
け
た
。
そ
し

て
岩
に
登
る
と
、
岩
は
彼

女
も
日
本
に
連
れ
て
行

っ

て
し
ま

っ
た
。
日
本

の
人

た
ち
は
驚

い
て
王
に
報
告

し
、
王
は
彼
女
を
王
妃
と

し
た
。
と
こ
ろ
が

こ
の
と

き
、
新
羅
で
は
太
陽
も
月

も
光
を
失

つ
て
し
ま

っ
た
。

占

い
師

が
新

羅

王

に
奏

上
す
る
こ
と
に
は
、
日
月

の
精
が
日
本
に
行

っ
て
し

ま
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
新
羅
王
は
延
烏
と
細
烏
に
帰
国
を
促
し
た
。
し
か
し
延
鳥
は
そ

れ
を
断
り
、
天
を
祭
る
道
具
を
与
え
儀
式
を
教
え
た
。
こ
う
し
て
新
羅
に
日
月
の
光
が
戻
っ
た
の

で
あ
る
。
新
羅
で
は
天
を
祭
る
道
具
を
貴
妃
庫
と
名
づ
け
た
倉
に
納
め
て
国
宝
と
し
た
。
天
を
祭

っ

た
場
所
を
迎
日
県
と
よ
ぶ
。

図1「倭人」進行ルー トと冷水碑出土地

＊
６
　
高
麗
時
代
に
設
置
さ

れ
た
迎
日
県
と
い
う
地
名
の

冷水碑出地
X 興 海

浦項

安康
兄 山江



か
つ
て
新
羅
の
王
都
で
あ

っ
た
慶
州
行
き
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
は
、
そ
の
貴
妃
庫
が
あ

っ
た
と
い

う
場
所
か
ら
遠
く
な
い
距
離
に
あ
る
。

「倭
人
」
侵
攻
ル
ー
ト
　
国
道
七
号
線
を
南
西
に
向
か
う
バ
ス
の
両
側
に
、
山
が
迫

っ
て
き
た
◇
北

が
弟
山
、
南
は
標
高
二
六
五
】
冽
の
兄
山
で
そ
の
中
腹
に
は
周
囲
約
七
五
〇
屑
の
土
塁
址
、
北
兄
山
城

が
あ
る
。
迎
日
湾
か
ら
進
入
す
る
敵
を
見
張

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
じ
つ
さ
い
、
い
ま
慶
州
に
向
か
う

こ
の
道
は
、
古
代
に
慶
州
を
襲

つ
た
倭
人
の
進
入
路
な
の
だ
。
や
が
て
兄
山
江
を
わ
た
る
と
、
道
は

川
に
沿

っ
て
南

へ
向
か
う
。
交
通
量
の
多
い
四
車
線
道
路
を
二
〇
分
ほ
ど
走

っ
た
だ
け
で
、
新
羅
の

都
は
あ

っ
け
な
く
陥
落
し
た
。

タ
ー
ミ
ナ
ル
で
バ
ス
を
乗
り
換
え
る
。
発
車
ま
で
は
ま
だ
時
間
が
あ
る
よ
う
で
、
ガ
ム
や
カ
ミ
ソ

リ
、
包
丁
な
ど
の
物
売
り
か
ら
靴
磨
き
ま
で
、
車
内
に
や

つ
て
く
る
。
そ
れ
で
は
と
オ
ジ
ン
オ
を
買

っ

て
か
ぶ
り
つ
い
て
み
た
が
、
ま
る
で
歯
が
立
た
な
い
。
も
て
あ
ま
し
つ
つ
ふ
と
窓
の
外
に
目
を
や
る

と
、
ア
ジ

ュ
マ
が
カ
セ
ッ
ト
式

コ
ン
ロ
を
取
り
出
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
そ
り
や
そ
う
だ
と
腰
を
浮

か
す
間
も
な
く
、
キ
サ
ニ
ム
が
乗
り
込
ん
で
き
た
。

バ
ス
は
兄
山
江
を
渡
り
、
北
に
向
か

っ
て
山
間
を
走
る
。
目
的
地
は
最
古
の
新
羅
碑
で
あ
る
冷
水

碑
の
出
土
地
な
の
だ
が
、
バ
ス
が
通
う
道
は
地
図
に
は
な
い
。
演
歌
が
大
音
量
で
流
れ
る
な
か
、　
コ

由
来
を
、
日
蝕

・
月
蝕

の
起

源
神
話
と
か
ら
め
て
説
い
て

い
る
。
こ
の
説
話
は
三
国
遺

事
以
降
の
さ
ま
ざ
ま
な
書
物

に
記
さ
れ
て
い
る
。

＊
７
　
こ
の
倭
人
に

つ
い
て

は
、
そ
の
本
拠
地
を
日
本
列

島
と
す
る
説
と
、
朝
鮮
半
島

南
部
と
す
る
説
が
あ
る
。
わ
た

し
は
前
者
だ
と
考
え
て
い
る
。

拙
稿

「『
三
国
史
記
』
記
載

「倭
」

関
絃い
一記
一争
に
つ
い
て
」
（『季
刊
邪

馬
台
国
』

％
　
梓
出
版
、　
一
九
八
五
年
）

参
昭́
小。

＊
８
　
漢
字
で
書
く
と
技
師

任
。
運
転
手
と

い
う
言
い
方

は
差
別
的
な
の
で
技
師
様
と

よ
ば
う
、
と
い
う
運
動
が
あ

つ

た
ら
し
い
。
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ン
パ
ス
と
時
計
で
測

っ
た
現
在
位
置
は
、
あ
ら
か
じ
め
印
し
た
地
点
を
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。
視

界
が
開
け
た
。
畑
の
脇
に
人
が
集
ま

っ
て
い
る
。

「ネ
リ
プ
シ
ダ
」

ど
う
や
ら

一
仕
事
を
終
え
て
酒
盛
り
を
し
て
い
る
ら
し
い
。
コ
ッ
プ
を
わ
た
さ
れ
て
、
耕
運
機
の

ハ
ン
ド
ル
に
か
け
た
ビ
ニ
ー
ル
袋
か
ら
白
い
液
体
を
注
が
れ
る
。

マ
ッ
コ
ル
リ
だ
。
ご
馳
走
に
な
ろ

う
。
カ
バ
ン
か
ら
さ
き
ほ
ど
の
オ
ジ
ン
オ
を
さ
し
だ
す
。

人
が
自
分
だ
け
の
テ
リ
ト
リ
ー
と
認
識
す
る
空
間
を
パ
ー
ソ
ナ
ル
ス
ペ
ー
ス
と
い
い
、
相
手
と
の

親
近
感
を
測
る
指
標
と
も
な
る
と
い
う
。
韓
国
の
人
は
み
な
、
こ
の
ス
ペ
ー
ス
が
狭
い
に
違
い
な
い
。

油
断
す
る
と
目
の
前
に
相
手
の
顔
が
あ
る
。
冷
水
碑
発
見
現
場
の
写
真
や
わ
た
し
の
地
図
を
代
わ
る

代
わ
る
覗
き
込
む
が
、
埒
が
明
か
な
い
。
や
が
て

一
人
が
現
場
の
畑
の
所
有
者
の
名
前
を
見
つ
け
て

声
を
上
げ
た
。
知
り
合
い
ら
し
い
。
う
な
が
さ
れ
て
、　
エ
ン
ジ
ン
の
音
が
や
け
に
高
い
耕
運
機
に
乗

り
込
み
、
二
〇
分
。
こ
こ
だ
、
と
指
差
し
確
認
さ
れ
て
耕
運
機
を
降
り
る
と
、
彼
は
さ

っ
そ
く
反
転

す
る
。
「チ
ャ
ン
カ
ン
」
と
叫
ん
で
み
た
が
、
音
に
か
き
消
さ
れ
て
し
ま

つ
た
。
い
ま
き
た
道
も
地

図
に
は
な
く
、
あ
た
り
に
人
影
も
な
い
。
し
か
た
あ
る
ま
い
、
な
ん
と
か
な
る
だ
ろ
う
、
耕
運
機
で

来
た
道
な
の
だ
し
。

＊
９
　
米
ま
た
は
小
麦
、
た

ま
に
サ
ツ

マ
イ
モ
を
原
料
と

し
、
酵
母
菌
に
よ
る
ア
ル
コ
ー

ル
発
酵
に
乳
酸
菌
発
酵
を
伴

う
酒
。

ア

ル

コ
ー

ル
分
は
、

約
六
～
八
パ
ー
セ
ン
ト
。
ほ

の
か
な
甘
み
と
酸
味
を
特
徴

と
す
る
。

日
当
た
り
が
よ
い

の
で
飲
み
す
ぎ
に
注
意
。



迎
日
冷
水
碑
　
冷
水
碑
は

一
九
八
九
年
、
慶
尚
北
道
迎
日
郡
神
光
面
冷
水
二
里
の
耕
作
地
か
ら
発
見

さ
れ
た
。
高
さ
六
〇
升
ン
、
幅
七
〇
た
ン
、
厚
さ
三
〇
た
ン
ほ
ど
、
不
定
形
な
自
然
石
の
前
・後
。上
面
に
計

二
三

一
字
が
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。
冷
水
碑
の
文
字
を
刻
ん
だ
人
物
は
、
各
面
の
下
辺
に
対
し
て
垂
直

方
向
に
身
を
置
き
、
自
然
石
の
表
面
を
処
理
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
あ
ら
か
じ
め
文
字
の
配
置
も
計

画
せ
ず
に
文
字
を
刻
み
進
め
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
面
の
第

一
行
日
は
碑
石
右
辺
の
傾
斜

に
沿

っ
て
刻
ま
れ
、
二
行
日
以
降
は
そ
の
傾
斜
と
左
肩
下
が
り
の
上
辺
に
沿

っ
て
刻
も
う
と
し
た
よ

う
で
あ
る
が
、
行
の
文
字
を
追
う
ご
と
に
下
辺
に
対
し
て
垂
直
に
刻
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
後
面
は
、

右
に
空
間
的
な
余
裕
を
持

っ
て
第

一
行
を
下
辺
に
向
か
い
ま

っ
す
ぐ
垂
直
に
刻
み
は
じ
め
る
が
、
そ

の
最
終
文
字
は
下
方
の
石
面
の
毀
損
を
避
け
て
中
心
線
を
左
に
そ
れ
る
。
上
面
も
、
左
肩
下
が
り
の

上
辺
に
対
し
て
垂
直
に
刻
み
始
め
る
が
や
が
て
向
き
を
変
え
、
最
終
的
に
は
下
辺
に
垂
直
と
な
る
。

そ
の
た
め
、
前
面
と
上
面
の
文
字
は
、
右
に
傾
い
た
平
行
四
辺
形
に
結
構
す
る
も
の
が
多
い
。
文
字

の
位
置
や
大
き
さ
は
、
日
分
量
の
行
線
と
右
隣
の
文
字
の
そ
れ
が
意
識
さ
れ
て
は
い
る
が
、
石
面
の

毀
損
に
も
影
響
さ
れ
て
、
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。

さ
て
、
碑
文
中
に
散
見
す
る

「教
」
は
工
の
命
令
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
か
ら
、
「教
」
～

「教
耳
」

を
対
句
と
理
解
し
て
つ
ぎ
の
四
つ
の
命
令
を
摘
出
し
よ
う
。
な
お
本
書
で
は
、
。
は
欠
格
、
□
は
判

読
不
能
文
字
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
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教
ス
。
珍
而
麻
村
ノ
節
居
利
ヲ
用
テ
證
外
卜
鶯
シ
其
ヲ
シ
テ
財
フ
得
サ
シ
メ
ョ
、
卜
教
ス
ノ
ミ
。

教
ス
。
前
世
ノ
ニ
王
ノ
教
ヲ
用
テ
證
外
卜
鶯
シ
財
物
ヲ
取
ル
ハ
壽
ク
節
居
利
ヲ
シ
テ
之
ヲ
得
サ

シ
メ
ョ
、
卜
教
ス
ノ
ミ
。

別
教
ス
。
節
居
利
、
若
シ
先

二
死
シ
シ
タ
ル
後
ハ
、
其
ノ
第
兒
斯
奴
フ
シ
テ
此
ノ
財
ヲ
得
サ
シ

メ
ョ
、
卜
教
ス
ノ
ミ
。

別
教
ス
。
末
郷

（斯
）
（斯
）
申
支
、
此
ノ
ニ
人
、
後

二
更

二
此
財
フ
導
ジ
ル
コ
ト
莫
カ
レ
、

若
シ
更
二
導
ジ
ラ
バ
其
レ
重
ク
罪
ス
、
卜
教
ス
ノ
ミ
。

節
居
利
と
末
都

（斯
）
。
（斯
）
申
支
と
の
財
物
帰
属
に
関
す
る
争
い
に
つ
い
て
節
居
利
に
軍
配
を

上
げ
、
さ
ら
に
彼
の
死
後
の
相
続
者
を
第
見
斯
奴
と
し
、
末
郡

（斯
）
。
（斯
）
申
支
に
よ
る
重
訴
を

禁
止
す
る
。
す
な
わ
ち
冷
水
碑
は
、
裁
判
の
結
果
を
告
知
す
る
た
め
に
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
四
つ
の
命
令
を
核
に
、
碑
文
全
体
を
六
段
に
分
け
よ
う
。

①
二
王
名
お
よ
び
命
令
の
内
容

（前
面
Ｔ
二
行
日
）

②
年
月
日
お
ょ
び
授
教
者
歴
名

（前
面
三
行
日
第
１
字
～
七
行
日
第
８
字
）

③
命
令
の
内
容

（前
面
七
行
日
第
１
字
～
後
面
一
行
日
）

＊
１０

「末
郷
斯
申
支
」
五
文

字
に
二
人
の
名
前
が
記
さ
れ

て
い
る
は
ず
だ
が
、
末
都
と

斯
申
支
な
の
か
、
末
郡
斯
と

申
支
な
の
か
、
決
め
手
は
な



■ ぃヽ

写
真
１
　
迎
日
冷
水
碑
前
面

（前
面
）

・ ´ヽヽ

一 一 一 九 八 七 六 五 四 三 二 一
二 一 〇

斯
羅
唆
斯
夫
智
王
乃
智
王
此
二
王
教
用
珍
而

麻
村
節
居
利
鶯
證
外
令
其
得
財
教
耳

癸
未
年
九
月
十
五
日
沙
隊
至
都
慮
葛
文

王
□
徳
智
阿
千
支
子
宿
智
居
伐
干
支

隊
外
夫
智
壼
千
支
只
心
智
居
伐
千
支

本
波
頭
腹
智
干
支
斯
彼
暮
斯
智
千

支
此
七
王
等
共
論
教
用
前
世
二
王
教

鶯
證
外
取
財
物
蓋
令
節
居
利

得
之
教
耳
別
教
節
居
利
若
先

死
後
令
其
弟
見
斯
奴
得
此
財

教
耳
別
教
末
郷
斯
申
支

此
二
人
後
莫
更
導
此
財
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写
真
２
　
迎
日
冷
水
碑
　
後
面

（後
面
）

一　

若
更
暮
者
教
其
重
罪
耳

二
　
典
事
人
沙
吸
壼
夫

三
　
智
奈
麻
到
慮
弗
須
仇

四
　
□
塚
耽
須
道
使
心
砦
公

五
　
吸
沙
夫
那
斯
利
沙
塚

六
　
蘇
那
支
此
七
人
□
所
白
了

七
　

・
事
殺
牛
抜
詰
故
記

■
・
１



写
真
３
　
迎
日
冷
水
碑
　
上
面

（上
面
）

一　
村
主
実
支
千

二
　
支
須
支
壼

三
　
今
智
此
二
人
世
中

四
　
了
事

五
　
故
記
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④
命
令
の
伝
達
者

・
儀
礼
参
加
者
歴
名

（後
面
二
行
日
～
六
行
日
）

⑤
儀
礼

（後
面
七
行
日
）

⑥
立
会
人
歴
名

（上
面
）

冷
水
碑
に
登
場
す
る
人
物
を
書
き
出
せ
ば
表
３
、
表
４
の
よ
う
に
な
る
。
こ

の
う
ち
沙
唆
至
都
慮
葛
文
王
の
名
が
、
石
碑
発
見
当
初
か
ら
注
目
さ
れ
た
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
『
三
国
史
記
』
『
三
国
遺
事
』
に
新
羅
第
二
二
代
智
證
王
の
実
名

と
し
て
智
度
路
、
智
哲
老
、
智
大
路
が
伝
わ

っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
至
都
慮

が
音
通
と
も
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
『
三
国
史
記
』
に
よ
れ
ば
智
證
王
は

五
〇
〇
年
に
六
四
才
の
高
齢
で
即
位
し
た
と
い
う
か
ら
、
碑
文
中
の
癸
未
年
の

候
補
は
四
四
三
年
と
五
〇
三
年
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
四
三
年
で
あ
れ
ば
か
れ

は
わ
ず
か
に
七
歳
、
五
〇
三
年
で
あ
れ
ば
す
で
に
即
位
し
て
い
た
は
ず
で
追
号

と
さ
れ
る
葛
文
王
を
名
乗
る
の
も
お
か
し
い
。
ま
た
表
３
、
表
４
を
み
れ
ば
、

推
定
さ
れ
る
新
羅
執
政
機
関
の
構
成
が
、
新
羅
建
国
神
話
に
記
さ
れ
た
そ
れ
と

は
お
お
き
く
異
な
る
こ
と
は
瞭
然
で
あ
る
。

新
羅
王
が
唆
部
を
名
乗

っ
て
い
る
。
隊
部
は
新
羅
王
が
高
墟
村
を
改
称
し
た

京   位 外  位

①伊伐潰 (角 千)

②伊尺浪 (伊検・伊千)

③通検
④波珍演
⑤大阿潰
⑥阿潰
⑦一吉潰
③沙演
⑨級伐検
⑩大奈麻
①奈麻 (乃末)

⑫大舎
⑬小舎 (舎知)

⑭吉士
⑮大烏
⑩小鳥
⑫造位

干
千
千
干
千
千
　
伐
尺
日
尺

嶽
述
高
貴
選
上
千

一
一
彼
阿

△
△
△
△
本
△
△
△
△
△
△

沙

啄

塚本

波

斯

彼

|1象 部

名

至
都
墟

□
徳
智

子
宿
智

外
夫
智

只
心
智

頭
腹
智

暮
斯
智

斯
夫
智

乃
　
智

人

　

名

葛

文

王

⑥
阿

千

支

⑨
居
伐
干
支

②
萱

干

支

⑨
居
伐
千
支

千
　
　
支

干
　
　
支

王 王

官
位

〈称
号
）

七

王
等

一
一　
王

そ

の
他

表2 新羅官位表表3『冷水碑』教授者歴名



も
の
だ

っ
た
は
ず
だ
。

執
行
部
に
六
部
の
名
が
揃
わ
な
い
。
六
部
は
、
と
も
に
新
羅
王
を
推
戴
し
た

の
で
は
な
か
つ
た
の
か
。

こ
れ
ら
を
、
い
つ
た
い
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
い
ま
は

判
断
を
保
留
す
る
し
か
な
い
。

東
海

へ
　
友
人
Ａ
氏
と
い
つ
し
よ
に
、
彼
の
愛
車
レ
ツ
ド
ベ
ビ
ー
号
で
浦
項
市

か
ら
北

へ
向

っ
て
い
る
。
目
的
地
は
慶
尚
北
道
蔚
珍
郡
竹
辺
面
、
新
羅
で
二
番

目
に
古
い
石
碑
鳳
坪
碑
の
あ
る
場
所
で
あ
る
。
夏
の
日
差
し
が
ま
ぶ
し
い
が
、

陽
が
傾
く
こ
ろ
に
は
着
く
は
ず
だ
。

興
海
市
を
す
ぎ
る
と
、
国
道
七
号
線
は
片
側
四
車
線
の
直
線
道
路
と
な

っ
た
。
西
に
は
太
自
山
脈

が
せ
ま
り
、
東
は
高
い
金
網
の
フ
エ
ン
ス
越
し
に
海
が
き
ら
め
く
。
誘
わ
れ
て
、
フ
エ
ン
ス
の
切
れ

日
か
ら
、
海
岸
に
出
て
休
憩
で
あ
る
。

風
が
強
く
、
波
も
穏
や
か
で
は
な
い
。
東
海
は
日
本
名
、
日
本
海
。
群
青
色
の
海
は
、
冷
た
げ
だ
。

海
に
向
か
っ
て
並
ん
で
い
る
の
は

「海
の
家
」
で
は
な
く
、
生
責
を
か
ま
え
た
料
理
屋
で
あ
る
。
中

に
は
、
い
か
と
ひ
ら
め
。
人
波
を
か
き
わ
け
て
散
策
す
る
が
、
生
筆貝
の
中
は
ど
こ
も
同
じ
だ
。
さ
す

表
４

『
冷
水
碑
』
儀
礼
執
行
者
お
よ
び

関
連
者
歴
名

＊
Ｈ
　
漢
字
で
表
さ
れ
た
音

が
同
じ
で
あ
る
こ
と
。
み
ず
か

ら
文
字
を
創
出
す
る
こ
と
の

な
か

っ
た
古
代
朝
鮮
の
人
々

は
、
漢
字
の
音

・
訓
を
借
り

て
自
分
た
ち
の
言
葉
を
表
現

し
た
。
事
情
は
古
代
の
日
本

に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
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典
事
人

役

　

名

沙

像
塚 1象沙

塚

部

名

村

　

　

主

耽
須
道
使

職

　

　

名

央

支

須
支
萱
今
智

一宣
　
夫
　
智

至
　
慮
　
弗

須
　
仇
　
□

心
　
皆
　
公

沙
夫

（
那
）

（
那
）
斯
利

蘇
　
那
　
支

人

　

　

名

千
支

①
奈
麻

官
位

（称
号
）



英陽

が
に
昼
間
か
ら
そ
れ
は
贅
沢
だ
ろ
う
。
先
を
急
い
で
、今
日
は
ゆ
つ
く
り
夕
食
を
と
る
こ
と
に
し
よ
う
。

国
道
七
号
線
を
ま

っ
す
ぐ
に
北

へ
あ
が
る
。
蔚
珍
の
町
を
ぬ
け
て
道
は
東

ヘ
カ
ー
ブ
し
、
ま
た
海

沿
い
を
走
る
。
そ
ろ
そ
ろ
目
的
地
に
着
く
は
ず
だ
。
右
手
に
見
え
る
シ
ュ
ッ
ポ
で
道
を
聞
こ
う
。

わ
た
し
の
下
手
な
韓
国
語
を
聞
い
て
、
そ
う
と
気
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
主
人
は
数
枚
の
名
刺
を

取
り
出
し
て
き
た
。
つ
い
最
近
来
た
日
本
人
の
も
の
だ
と
い
う
。
見
覚
え
の
あ
る
名
前
に
苦
笑
す
る
。

か
れ
ら
も
主
人
に
道
を
聞
い
た
の
だ
。
鳳
坪
碑
は
、
道
を
わ
た

つ
た
す
ぐ
斜
め
向
か
い
に
あ

つ
た
。

そ
の
日
の
夕
食
に
選
ん
だ
の
は
、
ひ
ら
め
で
あ
る
。
若
草
色
の
練
リ
ワ
サ
ビ
と
醤
油
も
あ
る
が
、

図2 鳳坪碑出土地

14

＊
１２
　
三
国
遺
事

「
興
法
」

第
二
順
道
肇
麗
条
に
、
「新
羅

人
は
追
封
し
た
王
を
募
文
王

と
い
う
」
と
あ
る
。

＊
め
　
有
事
に
は
滑
走
路
に

な
る
と
い
う
。



コ
チ

ユ
ジ
ヤ
ン
を
つ
け
エ
ゴ
マ
の
葉
や
レ
タ
ス
に
包
ん
で
食
べ
る
の
が
作
法
だ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば

ソ
ジ

ュ
と
あ
わ
な
い
。
テ
ー
ブ
ル
に
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
の
お
か
ず
と
、
さ
い
ご
に
骨
を
あ
ら
と

一
緒
に

鍋
に
し
て
も
ら

つ
て
、
も
う
満
腹
で
あ
る
。

腹
ご
な
し
に
海
岸
に
出
よ
う
と
歩
き
出
し
た
が
、
フ
エ
ン
ス
は
閉
ま
り
、
銃
を
担
い
だ
兵
士
が
二

人
、
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
。
友
人
Ａ
氏
が
近
寄

つ
て
い
つ
た
。
「闇
に
ま
ぎ
れ
て
ス
パ
イ
が
上
陸
す

る
の
を
防
ぐ
た
め
、
夜
は
、
フ
エ
ン
ス
を
閉
め
て
海
岸
の
砂
地
も
き
れ
い
に
整
え
る
の
だ
。
そ
う
す

れ
ば
翌
朝
、
進
入
の
痕
跡
を
見
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
」
。

潮
風
が
運
ん
で
く
る
波
の
音
に
送
ら
れ
て
、
宿

へ
と
帰
る
。

蔚
珍
鳳
坪
碑
　
鳳
坪
碑
は
、
高
さ
二
〇
四
升
ン
、
幅
三
二
～
五
四
、
五
彙
ン
、
厚
さ
五
七
～
七
〇
裁
ン
、
不

整
形
直
方
体
状
で
あ
る
。　
一
九
八
八
年
、
慶
尚
北
道
蔚
珍
郡
竹
辺
面
鳳
坪
里
の
耕
作
地
に
埋
ま

っ
て

い
た
石
を
、
畑
の
所
有
者
が
庭
石
に
し
よ
う
と
し
て
引
き
上
げ
、　
一
面
の
み
に

一
〇
行
二
九
八
字
が

刻
ま
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
鳳
坪
碑
の
刻
字
者
は
、
刻
字
す
る
に
あ
た

っ
て
石
を
大
雑
把
に
成

型
し
、
石
面
の
亀
裂
を
避
け
て
文
字
を
刻
ん
で
い
る
。
二
、
三
、
四
行
日
と
途
中
で
改
行
す
る
五
行
日

は
、
亀
裂
の
た
め
に
未
刻
の
部
分
ふ
く
め
て
、
四
三
字
分
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
六
行
日

以
降
の
下
部
は
や
や
右
に
傾
斜
し
て
、
字
の
大
き
さ
、
行
ご
と
の
字
数
も
そ
ろ
わ
な
い
。
刻
字
に
当

＊
И
　
こ
の
鍋
を
メ
ウ

ン
タ

ン
と

い
う
。
直

訳
す
れ
ば
、

辛

い
汁
、
刺
身

の
あ
と
の
定

番
で
あ
る
。
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一 九 八 七 六 五 四 三 二 一
〇

甲
辰
年
正
月
十
五
日
隊
部
牟
即
智
森

・
錦
王
沙
塚
部
徒
夫
智
葛
文
王
本
波
部
□
夫
智

干
支
琴
塚
部
美
断
智
千
支
沙
味
部
而

・
粘
智
太
阿
干
支
吉
先
智
阿
干
支

一
毒
夫
智

一
吉
干
支
曝
勿
力
智

一
吉
干
支

慎

・
宍
智
居
伐
干
支

一
夫
智
太
奈
麻

一
・
外
智
太
奈
麻
牟
心
智
奈
麻
沙
唆
部
十
斯
智
奈
麻
悉
外
智
奈
麻
等
所
教
事

別
教
令
居
伐
牟
羅
男
弥
只
本
是
奴
人
雖

・
是
奴
人
前
時
王
大
教
法
道
侠
陰
外
所
界
城
失
火
遠
城
村
大
軍
起
若
有

者

一
行
為
之
人
備
土
□
王
大
奴
村
貪
共
値

一
二
其
餘
事
種
種
奴
人
法

新
羅
六
部
殺
斑
牛
□
□
□
事
大
人
隊
部
内
沙
智
奈
麻
沙
隊
部

一
登
智
奈
麻
男
次
邪
足
智
味
部
比
須
婁
邪
足
智
居
伐
牟
羅
道

使
卒
波
小
舎
帝
智
悉
支
道
使
烏
婁
次
小
舎
帝
智
居
伐
牟
羅
尼
牟
利

一
伐
称
宜
智
波
旦
部
只
斯
利
□
今
智
阿
大
今
村
使
人

奈
外
利
杖
六
十
葛
戸
条
村
使
人
奈
外
利
居
□
尺
男
弥
只
村
使
人
異
□
杖
百
於
即
斤
利
杖
百
悉
支
軍
主
隊
部
外
夫
智
奈

麻
節
書
人
牟
珍
斯
利
公
吉
之
智
沙
隊
部
善
文
吉
之
智
新
人
隊
部
述
刀
小
烏
帝
智
沙
隊
部
牟
利
智
小
烏
帝
智

・
立
石
碑
人
味
部
博
士
干
時
教
之
若
此
者
誓
罪
於
天

・
・
・
居
伐
牟
羅
異
知
巴
下
干
支
辛
日
智

一
尺
世
中
子
三
百
九
十
八

16

写真4 鳳坪碑



た

っ
て
周
到
な
文
字
配
置
が
計
画
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
ま
た
最
終
行
の
「居

伐
牟
羅
異
知
巴
下
干
支
辛
日
智

一
月
世
中
字
三
九
八
」
が
、
他
字
に
比
べ
と
く
に
大
き
く
刻
ま
れ
て

い
る
の
は
、
こ
の
碑
文
の
性
格
に
か
か
わ
り
重
要
で
あ
る
。
「字
二
九
八
」
は
、
漢
簡
に
例
が
あ
る

よ
う
に
、
記
さ
れ
た
総
文
字
数
を
示
し
て
偽
刻
を
防
ぐ
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
不
自
然
な
文
字
間
隔

と
文
字
の
サ
イ
ズ
も
、
碑
面
に
余
裕
を
残
す
こ
と
に
よ
つ
て
起
こ
り
う
る
追
記
を
防
ぐ
た
め
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
前
例
に
な
ら

つ
て

「教
」
字
を
探
せ
ば
、
三
行
日
最
下
部
に

「所
教
事
」
と
あ
り
、
四
行

日
が

「別
教
」
で
始
ま
る
。
そ
し
て
五
行
日
は
、
余
裕
を
残
し
て
改
行
し
て
い
る
。
四
、
五
行
日
に

王
の
命
令
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
推
定
で
き
よ
う
。

四
　
別
教
令
居
伐
牟
羅
男
弥
只
本
是
奴
人
雖

・
是
奴
人
前
時
王
大
教
法
道
侠
除
外
所
界
城
失
火
遠

城
村
大
軍
起
若
有

五
　
者

一
行
為
之
人
備
土
□
王
大
奴
村
貪
共
値

一
二
其
餘
事
種
種
奴
人
法

「別
教
令
ス
。
居
伐
牟
羅
、
男
弥
只
ハ
本
卜
是
レ
奴
人
ナ
リ
」
と
は
じ
め
、
躊
躇
し
つ
つ

「是
ノ
奴

人
卜
雖
モ
、
前
時
、
王
、
大
二
教
ス
。
法
道
、
侠
除

ニ
シ
テ
」
と
続
け
て
も
、
そ
の
先
が
読
め
な
い
。
「奴

人
」
は
高
句
麗
所
属
民
を
指
す
の
で
、
こ
の
命
令
が
旧
高
句
麗
所
属
民
に
向
け
た
も
の
ら
し
い
と
推
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定
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
碑
文
か
ら
起
こ
し
た
文
字
が
間
違

っ
て
い
る
可
能

性
も
あ
る
が
、
碑
文
の
釈
読
が
難
し
い
の
は
、
こ
の
部
分
が
い
わ
ゆ
る
漢
文

で
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
古
代
の
日
本
人
が
漢
字
を
学
び
、
そ
の

音
や
訓
を
借
り
て
古
代
日
本
語
を
書
い
た
よ
う
に
、
新
羅
の
人
々
も
そ
う
し

て
彼
ら
の
言
語
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
吏
読
と
い
う
。
い
や
正
確

に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
漢
字
の
利
用
方
法
は
、
朝
鮮
半
島
に
住
ん
で
い
た
人

び
と
が
工
夫
し
、
そ
れ
を
古
代
日
本
人
が
学
ん
だ
の
だ
が
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

王
の
命
令
の
お
よ
そ
を
知
り
た
い
。
手
が
か
り
を
探
す
た
め
に
、
碑
文
の
全

体
を
見
て
み
よ
う
。

①
年
月
日
お
よ
び
授
教
者
歴
名

（
一
～
三
行
日
）

②
王
の
命
令

（「別
教
」）
の
内
容

（四
、五
行
日
）

③
儀
礼
及
び
儀
礼
列
席
者
歴
名

（六
行
日
～
九
行
日
第
１
字
）

④
立
碑
関
係
者
歴
名

（九
行
日
第
二
字

，
一
〇
行
日
第
九
字
）

⑤
宣
誓
の
話
及
び
宣
誓
者
歴
名

（
一
〇
行
日
第
一
〇
字
～
三
八
字
）

⑥
碑
文
の
総
字
数

＊
５
　
吏
吐
、
吏
道
と
も
表

記
さ
れ
る
。
広
い
意
味
で
は

郷
札
も
含
め
て
吏
読
と
呼
ぶ

こ
と
も
あ
る
。
中
国
語
で
は

活
用
し
な
い
動
詞
や
形
容
詞

の
活
用
語
尾
や
、
固
有
名
詞
を

表
現
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
。

塚

　

部

沙

塚

部

本

波

部

琴

曝

部

沙

啄

部

味

（部

）

沙

吸

部

部

　

名

美 □ 従 牟

瞬 夫夫 即

智 智智 智

悉 十 牟 一 一 慎 勿 一 吉 而

外 斯 心 外 夫 宍 力
霙

先 粘

智 智 智 智 智 智 智 智 智 智

人

　

　

名

⑥
太

阿

千

支

⑥
阿

干

支

⑦

一
吉

干
支

⑦

一
吉

干
支

⑨
居

伐

干
支

⑩
太

奈

麻

⑩
太

奈

麻

①
奈

　

　

麻

①
奈

　

　

麻

①
奈

　

　

麻

千 干 葛 麻

文 錦

支 支 王 王

官

位

（
称

号

）
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授
教
者
歴
名

（表
５
）
を
み
れ
ば
、
筆
頭
は
味
部
牟
即
智

宗
錦
王
と
あ
る
。
隊
部
牟
即
智
宗
錦
王
は
牟
即
智
の
名
か

ら
新
羅
第
二
三
代
法
興
王
に
比
定
さ
れ
る
。
し
た
が

つ
て

碑
文
冒
頭
の
甲
辰
年
は
五
二
四
年
、
こ
の
こ
ろ
新
羅
は
北

進
策
を
盛
ん
に
進
め
て
い
た
。
蔚
珍
付
近
は
幹
道
、
補
給

路
の
要
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
王
の
命

令
を
見
直
せ
ば
、
「法
道
」
「大
軍
起
」
な
ど
の
語
を
拾
う

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
儀
礼
列
席
者
歴
名
部
分

（表
６
）
に

「杖
六
十
」
（八
行
日
第
４
～
６
字
）
、
「杖
百
」
（八
行
日
第
２７
・

２８
字
、
”
・
％
字
）
と
あ
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

い
う
ま
で
も
な
く

「笞

・
杖

・
徒

・
流

・
死
」
の
五
刑
の

う
ち
の
杖
刑
で
あ
る
。
新
羅
で
は
こ
の
と
き
中
国
律
類
似

の
法
が
運
用
さ
れ
、
王
の
命
令
は
処
罰
と
関
連
し
た
も
の

で
あ

っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
王
の
命
令
部
分
に
は

人
名
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
に
処
罰
の
具
体
的
な

内
容
が
書
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

節

書

人

新

　

人

立
石
碑
人

役

　

　

名

呑

支

軍

主

曝

部

博

士

大

人

居
伐
牟
羅
道
使

悉

支

道

使

阿
大
今
村
使
人

葛
Ｆ
条
村
使
人

男
弥
只
村
使
人

職

名

居
伐
牟
羅

隊
　
　
部

沙

塚

部

塚

　

部

沙

嫁

部

啄

　

部

沙

壕

部

吸

　

部

居
伐
牟
羅

部

　

　

名

異
　
知
　
巴

辛
　
日
　
智

示
　
夫
　
智

牟
称
斯
利
公

善
　
　
　
文

述
　
　
　
刀

牟
　
利
　
智

内
　
沙
　
智

一　

登
　
智

男
　
　
　
次

比
　
須
　
婁

卒

　

　

波

鳥
　
婁
　
次

尼
　
牟
　
利

称
　
宜
　
智

部

只

斯

利

□
　
今
　
智

奈
　
外
　
利

奈
　
示
　
利

居
　
□
　
尺

異
　
　
　
□

□

即

斥

利

人

　

　

　

名

△
下

千

支

△

一
　

　

尺

①
奈
　
　
麻

⑭
吉

之

智

⑭
吉

之

智

⑩
小
鳥
帝
智

⑮
小
鳥
帝
智

①
奈
　
　
麻

⑪
奈
　
　
麻

○
邪

足

智

○
邪

足

智

⑬
小
舎
帝
智

⑬
小
舎
帝
智

８

一

０
波

旦 伐

官

　

　

　

位

杖

六
十

そ

の
他

表6 鳳坪碑儀礼執行者および関連者・立碑関係者 。その他歴名
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そ
こ
で
先
の
冷
水
碑
の
例
を
思
い
出
そ
う
。
裁
判
結
果
を
告
知
す
る
た
め
に
建
立
さ
れ
た
冷
水
碑

に
は
、
い
わ
ば
主
文
を
記
し
た

「教
」
の
ほ
か
に

「別
教
」
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
い
ま
鳳
坪
碑
を
精

査
し
て
も

「教
」
に
あ
た
る
部
分
が
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
以
下
の
よ
う
に
推
測
す
る
。
蔚
珍
付

近
は
新
羅
北
進
策
の
要
で
あ
り
、
以
前
か
ら

「法
道
」
整
備
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
ん
ら

か
の
過
失
が
あ
り
処
罰
が

「教
」
さ
れ
た
。
そ
し
て
あ
ら
た
め
て

「奴
人
」
で
あ

っ
て
も
以
前
に
下

さ
れ
た
王
の
命
令
に
従
う
べ
き
こ
と
、
違
反
者
は

「奴
人
法
」
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
こ
と
が

「別
教
」

さ
れ
た
。
そ
の

「別
教
」
の
み
が
石
に
刻
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
奴
人
た
ち
は

「若
シ
此
ノ
ゴ
ト
キ
ハ

罪
セ
ラ
ル
ル
フ
天
二
誓
フ
」
（
一
〇
行
日
第
И
～
２０
字
）
と
宣
誓
し
て
い
る
。
鳳
坪
碑
は
、
す
な
わ
ち
奴

人
た
ち
の
宣
誓
碑
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

新
羅
執
政
機
関
　
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
鳳
坪
碑
授
教
者
歴
名

（表
５
）
の
筆
頭
は
味
部
牟
即
智
森

錦
王
、
つ
い
で
沙
唆
部
従
夫
智
葛
文
王
の
名
が
あ

っ
た
。
冷
水
碑
と
同
じ
よ
う
に
、
王
は
味
部
を
、

葛
文
王
は
沙
吸
部
を
名
乗

っ
て
い
る
。
葛
文
王
号
は
文
献
史
料
に
説
明
さ
れ
る
よ
う
な
追
号
で
は
な

く
、
王
に
匹
敵
す
る
位
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
沙
隊
部
従
夫
智
葛
文
王
は
法
興
王
の
弟
で
あ
る
立

宗
葛
文
王
に
比
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
本
波
部
□
夫
智
千
支
、
琴
吸
部
美
折
智
千
支
と
、
六
部
の
う
ち

四
つ
が
み
え
る
が
、
全
部
は
そ
ろ
わ
な
い
。
以
下
、
部
名
＋
名
＋
官
位
を
セ
ツ
ト
と
し
た
人
名
が
、



官
位
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
な
ら
ぶ
。
部
名
を
名
乗
ら
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
連
続
す
る
直

前
の
人
物
と
同

一
で
あ

っ
た
の
で
省
略
し
た
の
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
文
字
を
刻
む
の
で

あ
る
か
ら
、
省
略
は
合
理
的
で
あ
る
。
五
二
四
年
の
新
羅
執
政
機
関
は
、
新
羅
王
を
含
む
嫁
部
六
名
、

葛
文
王
を
含
む
沙
嫁
部
六
名
、
そ
し
て
本
波

・
琴
唆
両
部
の
代
表
者
各

一
名
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
鳳
坪
碑
六
行
日
に
は
、
「新
羅
六
部
殺
斑
牛
□
□
□
事
」
の

一
文
が
あ
る
。
冷
水
碑
に
も
あ

っ

た
牛
を
生
贄
と
す
る
儀
式
が
、
新
羅
六
部
の
名
で
執
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
後
に
続

く
歴
名
に
は
、
役
・職
別
に
官
位
に
従

っ
て
吸
部
ま
た
は
沙
啄
部
人
が
な
ら
び
、
（役
・職
名
）
十

（村
名
）

＋
名
＋

（官
位
）
で
表
現
さ
れ
る
地
方
人
が
み
え
る
だ
け
で
、
味

。
沙
嫁
部
以
外
の
六
部
人
は
登
場

し
な
い
。
立
碑
関
係
者
歴
名
、
宣
誓
者
歴
名
を
加
え
て
も
、
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
冷
水
碑
、
鳳
坪
碑
に
刻
ま
れ
た
人
物
は
、
圧
倒
的
に
味
部
、
沙
嫁
部
に
偏

っ
て
い

る
。
「超
越
し
た
新
羅
王
の
下
に
六
部
代
表
者
が
対
等
な
資
格
で
参
加
す
る
」
と
い
う
新
羅
建
国
神

話
が
語
る
よ
う
な
政
治
運
営
方
式
の
面
影
は
、
両
碑
に
は
な
い
。
む
し
ろ
、
新
羅
王
は
味
部
を
、
葛

文
王
は
沙
吸
部
を
基
盤
と
す
る
い
わ
ば
二
重
王
権
が
構
築
さ
れ
て
い
た
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
重
王
権
体
制
が
な
に
に
由
来
し
い
つ
ま
で
遡
る
の
か
、
ま
た
六
部
の
内
容
は
ど
の
よ
う
に

編
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
こ
れ
ら
を
探
る
た
め
の
史
料
は
未
だ
不
足
し
て
い
る
。
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川
前
里
書
石

へ
　
い
に
し
え
の
新
羅
の
王
都
、
慶
尚
北

道
慶
州
市
。
そ
の
王
官
跡
で
あ
る
月
城
の
南
に
ひ
ろ
が

る
小
高
い
岩
山
が
南
山
、
松
に
覆
わ
れ
た
そ
の
西
麓
を
、

い
ま
、
国
道
二
五
号
線
が
南
北
に
走
る
。
南
に
行
け
ば

ほ
ど
な
く
道
境
を
こ
え
て
慶
尚
南
道
蔚
州
郡
と
な
り
、

道
は
や
が
て
京
釜
高
速
道
路
に
平
行
し
て
の
び
る
。
シ

ン
タ
ン
と
い
う
小
さ
な
集
落
の
手
前
で
国
道
を
離
れ
、

水
田
の
な
か
農
道
を
し
ば
ら
く
西

へ
進
め
ば
、
川
に
あ

た
る
。
大
谷
川
で
あ
る
。
川
は
南
に
流
れ
て
ゆ
る
や
か

に
西
に
う
ね
り
そ
し
て
ま
た
東
に
向
き
を
変
え
よ
う
と

す
る
と
こ
ろ
、
川
面
か
ら
す
こ
し
は
な
れ
て
大
き
な
板

石
は
、
あ
る
。
こ
こ
は
慶
尚
南
道
蔚
州
郡
斗
東
面
川
前
里
、
川
前
里
書
石
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

板
石
の
幅
は
約
九
・五
屑
、
高
さ
約
二
、
六
月
。
や
や
前
傾
す
る
。　
一
一
月
に
な

っ
て
、
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
の
紅
葉
が
川
面
に
映
え
て
い
る
。

女
性
の
落
書
き
　
川
前
里
書
石
に
刻
ま
れ
た
銘
文
の
な
か
か
ら
、
ま
ず
、
次
の
二
つ
を
紹
介
し
よ
う
。

図3 川前里書石所在地

＊
１６
　
平
面
図
を
み
る
と
、

確
か
に
三
日
月
状
で
あ
る
。

半
月
城
と
も
い
う
。

＊
１７
　
土
地
の
ひ
と
た
ち
は

こ
こ
を
バ
ン
グ
デ

（盤
亀
台
）
と

呼
ぶ
。

ふ
南山

川前里苦石



`●
・

聰

澪

%

写真5 川前里書石

23  石 碑 ― 歴 史 ものがた りの 背 景



五 四 三 二 一
「乙
丑
の
年

（五
四
五
年
）
の
九
月
に
、
沙
唆
部
干
西
□
夫
智
波
珍
干
支
の
妻
で
あ
る
夫
人
阿
刀

郎
女
が
こ
の
谷
を
見
に
来
た
時
…
」

「癸
亥
の
年

（五
四
三
年
）
の
二
月
六
日
、
沙
塚
□
夫
智
小
合
の
婦
で
あ
る
非
徳
刀
が
遊
行
し
た

時
に
書
い
た
」

銘
文
は
そ
れ
ぞ
れ
、
阿
刀
郎
女
、
非
徳
刀
と
い
う
女
性
が
こ
の
地
に
遊
ん
だ
こ
と
を
刻
ん
だ
、
い

わ
ば
落
書
き
で
あ
る
。

近
く
で
は
ハ
ル
モ
ニ
た
ち
が
宴
た
け
な
わ
、
「イ
リ
、
オ
セ
ヨ
」
と
さ
そ
わ
れ
て
ソ
ジ

ュ
を
ご
馳

走
に
な
る
。
聞
け
ば
、
農
作
業
を
共
同
で
行
う
女
性
だ
け
の
グ
ル
ー
プ
で
、
今
日
は
毎
月
の
積
立
金

で
バ
ス
を
仕
立
て
、
や

っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
。
川
前
里
書
石
は
月
城
跡
か
ら
二
十
キ
ロ
ほ
ど
、
日
帰

乙
丑
年
九
月
中
沙
嫁
部
千
西
□

夫
智
波
珍
干
支
妻
夫
人
阿
刀
郎
女

谷
見
来
時
前
立
人
□
□
凡

□
□
□
□
□
□
□
□
我
悉
五
麻

日
＝
＝
＝
＝

癸
亥
年
二
月
六
日

沙
唆
□
夫
智
小
舎

婦
非
徳
刀
遊
行
時
書

＊
１８
　
田
植
え
や
屋
根
替
え

な
ど
、　
一
時
に
多
く
の
労
働

力
を
要
す
る
仕
事
を
す
る
際

に
互
い
に
人
手
を
貸
し
合
う

組
織
は
、
日
本
で
は
結
と
よ

ば
れ
た
。
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り
あ
る
い
は

一
泊
の
小
旅
行
に
適
当
な

距
離
で
は
あ
る
。
か
つ
て
阿
刀
郎
女
や

非
徳
刀
も
、
こ
こ
へ
紅
葉
狩
り
に
来
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

王
妃
遊
覧
　
川
前
里
書

石
上
半
部

に

は
、
石
器
時
代
に
も
遡
る
と
思
わ
れ
る

彫
り
の
深
い
文
様
、
図
像
が
描
か
れ
る
。

下
半
部
に
は
大
き
く
侵
食
さ
れ
た
部
分

が
あ
り
、
ま
た
浅
く
線
刻
さ
れ
た
図
像

が
多
い
。
刻
字
ス
ペ
ー
ス
確
保
が
難
し

い
な
か
で
、
書
石
の
中
央
下
右
寄
り
に

長
文
の
銘
文
が
二
つ
並
ん
で
い
る
。

「
乙
巳
年
」
で
は
じ
ま
る
銘
文
の
左
上

に
は
、
馬
の
線
刻
図
が
上
部
だ
け
が
の

こ
っ
て
い
る
。
ま
た

「
過
去
乙
巳
年
」

写真6 川前里書石過去乙巳年銘文 四辺を線で囲んでいるのが確

認できる。
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で
は
じ
ま
る
銘
文
は
、
乙
巳
年
銘
文
の
左
側
に
接
し
て
刻
ま
れ
る
が
、
左
下
に
武
人
の
下
半
身
が
み

え
る
。
乙
巳
年
銘
文
刻
字
者
は
、
書
石
の
中
央
右
下
に
若
干
の
ス
ペ
ー
ス
を
み
つ
け
、
左
側
に
あ

っ

た
武
人
像
を
さ
け
て
、
や
む
を
得
ず
馬
の
画
の
下
半
に
か
か

つ
て
刻
字
ス
ペ
ー
ス
を
線
で
画
し
、
さ

ら
に
壁
面
を
研
磨
し
て
刻
字
し
た
の
で
あ
ろ
う

（写
真
６
）
。
碑
文
を
み
る
と
、

一
行
日
の
第
１
字

お
よ
び
二
行
日
の
第
２
字
は
ほ
ぼ
真
下
に
向
か

つ
て
刻
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
行
日
第

３

・
４
字
は
著
し
く
左
に
寄
り
、
三
行
日
以
降
は
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
左
に
傾
斜
し
て
文
字
が
刻
ま
れ

る
。
現
在
、
一
行
日
の
第
３
字
に
あ
た
る
部
分
か
ら
二
行
日
の
第
４
字
に
か
か
つ
て
剥
落
が
あ
る
が
、

こ
の
剥
落
は
刻
字
当
初
か
ら
書
石
を
侵
し
て
お
り
、
二
行
日
第
３
字
を
刻
す
べ
き
余
裕
が
な
か
つ
た

た
め
、
左
に
寄

っ
て
刻
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は

一
五
〇
〇
余
年
に
わ

た
る
年
月
の
う
ち
に
剥
落
を
続
け
、　
つ
い
に
乙
巳
年
銘
文
の
最
下
部
を
も
侵
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
う

し
て
乙
巳
年
銘
文

一
、
二
、
四
～
六
、
八
～

一
〇
行
日
の
下
部
に
刻
ま
れ
た
文
字
は
、
永
遠
に
失
わ
れ

て
し
ま

っ
た
。

つ
ぎ
に
、
過
去
乙
巳
年
銘
文
の
刻
字
者
は
、
乙
巳
年
銘
文
に
接
し
て
、
四
辺
を
線
で
囲
ん
で
ス
ペ
ー

ス
を
確
保
し
た

（写
真
６
）
。
両
銘
を
関
連
付
け
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
内
に

乙
巳
年
銘
文
刻
字
者
が
避
け
た
武
人
像
の
上
半
部
が
か
か
る
。
こ
の
線
刻
画
を
消
す
た
め
に
研
磨
し

て
い
る
が
、
さ
ぞ
難
事
で
あ

っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
せ
い
で
は
あ
る
ま
い
が
、　
一
〇
、
一
一
行
日

＊
１９
　
失
わ
れ
た
部
分
は
、

文

の
前
後
関
係
か
ら
見

て
、

わ
ず
か
に

一
宇
ず

つ
で
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
幸

い
で
あ

っ
た
。
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は
急
に
字
数
が
多
く
な
り
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
失

っ
て
い
る
。
文
字
を
彫
り
進
む
う
ち
に
余
自
が

な
く
な
り
、
あ
わ
て
て
軌
道
修
正
し
た
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
以
下
に
両
銘
文
を
釈
読
す
る
。

乙
巳

（五
二
五
）
年
、
沙
嫁
部
葛
文
王
、
寛
メ
テ
遊
来
シ
、
始
メ
テ
谷
ヲ
見
ル
フ
得
タ
リ
。
古
谷

ナ
レ
ド
名
ナ
シ
。
谷
ノ
善
キ
石
二
書
フ
造
ル
フ
得
。
以
下
、
馬

二
書
石
谷
卜
名
ヅ
ク
。
字
モ
テ
ロ

フ
作
り
併
テ
遊
ビ
シ
友
、
妹

ハ
、
聖
徳
、
光
妙
、
於
史
都
女
郎
王
ナ
リ
。
殺
シ
テ
食
ス
。
作
内
人

ハ
、
小
利
夫
智
奈
麻
、
悉
得
斯
智
大
舎
帝
智
。
作
食
人
ハ
、
味
□
智
壼
吉
干
支
ノ
妻
ノ
居
知
戸
尖

夫
人
、
真
宍
智
沙
千
支
ノ
妻
ノ
阿
今
牟
弘
夫
人
。
作
書
人
ハ
弟

〃
外
智
大
合
帝
智
ナ
リ
。

過
ギ
去
リ
シ
乙
巳
年
六
月
十
八
日
味
、
沙
味
部
従
夫
知
葛
文
王
ノ
妹
ノ
於
史
都
女
郎
王
、
□
遊
来

シ
テ
以
後
、
□
□
八
□
年
過
ギ
去
リ
タ
リ
。
妹
王
□
妹
王
ハ
過
人
ト
ナ
リ
タ
リ
。
丁
巳
年
、
王
モ

過
ギ
去
リ
タ
リ
。
其
ノ
王
妃
ノ
只
没
Ｆ
分
妃
、
愛
シ
ト
思
フ
ニ
自
リ
テ
、
己
未

（五
二
九
）
年
七

月
三
日
、
其
王
、
妹
卜
共
二
見
シ
書
石
川
フ
見
ン
ト
シ
、
谷
二
来
タ
レ
リ
。
此
時
、
共
二
来
タ
リ

テ
見
シ
ハ
、
男
即
知
大
王
ノ
妃
ノ
夫
乞
支
妃
、
従
夫
知
王
ノ
子
郎
ノ
深
□
夫
知
、
共

二
来
タ
リ
。

此
時
、
馘
ス
。
作
内
臣
ハ
、
隊
部
知
礼
夫
知
沙
千
支
、
泊
六
知
居
伐
干
支
。
□
臣
ハ
、
丁
乙
示
知
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奈
麻
。
作
食
人
ハ
、
真
宍
知
液
称
千
支
ノ
婦
ノ
阿
六
牟
呼
夫
人
、
□
夫
知
居
伐
干
支
ノ
婦
ノ

一
利

等
次
夫
人
、
居
□
知
沙
干
支
ノ
婦
ノ
沙
□
□
夫
人
ナ
リ
。
共
二
之
ヲ
作
レ
リ
。

長
い
年
月
を
経
て
判
読
し
が
た
い
文
字
も
多
い
が
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
よ
う
。
す

な
わ
ち
、
五
二
五
年
、
沙
味
部
従
夫
智
葛
文
王
が
妹
の
於
史
都
、
友
の
聖
徳
と
光
明
を
率
い
て
こ
の

渓
谷
を
訪
れ
、
書
石
谷
と
命
名
し
た
。
そ
れ
か
ら

一
四
年
後
の
五
二
九
年
七
月
三
日
、
従
夫
智
の
妃

の
只
没
戸
今
が
、
亡
く
な

っ
た
夫
と
彼
の
妹
で
あ
る
於
史
郷
を
偲
ん
で
こ
の
地
を
訪
れ
、
同
行
し
た

男
即
知
大
三
の
妃
の
夫
乞
支
妃
、
従
夫
知
王
の
子
郎
の
深
□
夫
知
の
名
と
と
も
に
記
録
し
た
、
と
。

過
去
乙
巳
年
銘
文
は
、
己
未
年
に
刻
ま
れ
た
も
の
で
あ

つ
た
。
そ
し
て
、
は
た
し
て
両
銘
は
、
密
接

に
関
連
し
て
い
た
。
い
ま
両
者
の
関
係
を
明
示
す
る
た
め
に
、
乙
巳
年
銘
文
を

「乙
巳
年
原
銘
文
」
、

過
去
乙
巳
年
銘
文
は

「己
末
年
追
銘
文
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
、
沙
吸
部
従
夫
智
葛
文
王
と
男
即
知
大
王
の
名
は
、
先
に
み
た
鳳
坪
碑
に
も
刻
ま
れ
て
い
た
。

思
い
出
そ
う
、
従
夫
智
葛
文
王
は
立
宗
葛
文
王
、
男
即
知
大
王

（＝
牟
即
智
）
は
新
羅
第
二
三
代
法

興
王
で
あ

っ
た
。
従
夫
智
の
妹
と
い
う
於
史
郡
の
名
は
史
書
に
逸
し
た
が
、
夫
乞
支
は
保
刀
、
深
□

夫
知
は
新
羅
第
二
四
代
真
興
王
、
そ
し
て
只
没
Ｆ
今
は
只
召
に
比
定
さ
れ
る
。
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真
興
王
　
諄
は
多

（深
）
萎
宗
、
父
は
立
宗
葛
文
王
、
母
は
法
興
王
の
娘
の
只
召
夫
人
と
い
う

（『三

国
史
記
』
「新
羅
本
紀
」
真
興
王
即
位
紀
）

五
二
五
年
は
鳳
坪
碑
建
立
の
翌
年
に
あ
た
る
。
そ
し
て
五
二
九
年
は
法
興
王
の
最
末
年
、
『
三
国

史
記
』
に
よ
れ
ば
五
四

一
年
に
真
興
王
、
す
な
わ
ち
従
夫
知
王
の
子
郎
の
深
□
夫
知
が
即
位
し
た
が
、

幼
少
の
か
れ
を
摂
政
し
た
の
が
只
召
夫
人
、
す
な
わ
ち
五
三
九
年
の
書
石
谷
遊
覧
を
主
導
し
た
従
夫

智
の
妃
、
只
没
戸
今
な
の
で
あ
る
。
こ
の
た
び
の
王
妃
遊
覧
は
、た
だ
の
紅
葉
狩
り
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

部
名
冠
称
の
意
味
　
し
か
し
、
い
ま
話
題
に
し
た
い
の
は
川
前
里
書
石
諸
銘
文
に
お
け
る
人
名
表
記

法
で
あ
る
。
川
前
里
書
石
に
は
多
く
の
女
性
名
が
刻
ま
れ
る
が
、
そ
れ
は

「男
性
名
＋
そ
の
男
性
と

の
関
係
を
表
す
語
十
女
性
名
」
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
「沙
唆
部

従
夫
知

葛
文
王

妹

於
史
都

女
郎
王
」
の
よ
う
に
。
と
こ
ろ
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
場
合
の
沙
塚
部

は
、
従
夫
智
葛
文
王
の
部
名
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
書
式
で
表
わ
さ

れ
る
限
り
、
女
性
が
部
名
を
宣
言
す
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
「従
夫
知

王

子
郎

深
□
夫
知
」
の
表
記
も
興
味
深
い
。
「深
□
夫
知
」
は
こ
の
と
き
六

歳
、
あ
る
い
は
十
四
歳
と
い
う
。
官
位
あ
る
い
は
称
号
が
付
さ
れ
な
い
の
は
そ
の
幼
さ
の
せ
い
だ
と
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し
て
も
、
部
名
が
記
さ
れ
な
い
の
は
不
審
で
あ
る
。
そ
の
か
わ
り
に
立
宗
葛
文
王
と
の
関
係
が
示
さ

れ
、
書
式
は
女
性
名
の
表
記
に
等
し
い
。
つ
ま
り
か
れ
も
、
部
名
を
あ
き
ら
か
に
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
以
上
に
大
過
な
く
、
こ
の
よ
う
な
書
式
が
女
性
、
幼
年
者
を
記
載
す
る
た
め
の
そ
れ
だ
と
す

れ
ば
、
新
羅
六
部
の
内
容
に
つ
い
て
あ
た
ら
し
い
知
見
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に

「男

即
知
大
王

妃

夫
乞
支

妃
」
の
表
記
に
も
注
意
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
か
れ
は
、
鳳
坪
碑
で
は

味
部
を
名
乗

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

王
族
の
出
現
　
五
二
五
年
と
五
二
九
年
に
、
川
前
里
書
石
を
訪
れ
た
人
々
を
あ
ら
た
め
て
書
き
出
せ

ば
、

つ
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

沙
塚
部
　
　
従
夫
知
　
　
葛
文
王

沙
隊
部

葛
文
王

於
史
郷

聖
徳

光
明

於
史
都

只
没
層
今

従
夫
知

其

王 妹 友 友 妹
妃

女
郎
王

女
郎
王

妃

（立
宗
葛
文
王
）

（？
）

（？
）

（？
）

（？
）

（只
召
夫
人
）
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従
夫
知

男
即
知

王大

王

お
そ
ら
く
は
僧
侶
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
聖
徳
、
光
明
と
、
男
即
知
大
三
妃
夫
乞
支
を
の
ぞ

く
と
、
こ
こ
に
は
、
立
宗
葛
文
王
を
中
心
と
し
た
血
縁
関
係
で
語
ら
れ
る
集
団
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「葛
文
王
家
」
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
王
家
の
経
営
に
関
連
し
て
注
意
さ

れ
る
の
は
、
乙
巳
年
原
銘
文
に
作
食
人
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
真
宍
智
沙
千
支
妻
阿
分
牟
弘
夫
人
で
あ

る
。
彼
女
が
、
己
未
年
追
銘
文
の
作
食
人
、
真
宍
知
激
称
干
支
婦
阿
六
牟
呼
夫
人
と
同

一
で
あ
る
な

ら
ば
、　
一
五
年
を
経
て
ふ
た
た
び
葛
文
王
家
の
川
前
里
書
石

へ
の
遊
覧
に
従

つ
た
こ
と
に
な
る
。
彼

女
は
葛
文
王
家
に
隷
属
す
る
も
の
の

一
人
で
あ

っ
た
と
か
ん
が
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
同
様
に
、
新
羅

王
家
が
形
成
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
二
つ
の
王
家
が
、
葛
文
、
新
羅
二
王
の
経
済
的
基

盤
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

川
前
里
書
石
の
銘
文
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
部
を
名
の
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、　
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
男
性
の
み
で
あ

っ
た
。
隊
部
を
名
乗
る
新
羅
王
、
沙
隊
部
を
名
乗

る
葛
文
王
は
そ
れ
ぞ
れ
王
家
を
形
成
し
、
そ
れ
が
二
王
体
制
を
直
接
支
え
て
い
た
。

妃 子
良「

妃

深
□
夫
知

夫
乞
支

（真
興

王
）

（
保

刀
夫

人
）
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国
境
の
街
　
雨
は
霙
か
ら
、
や
が
て
薄
暗
い
雪

に
変
わ

っ
た
。
ま
ば
ら
な
客
を
乗
せ
た
バ
ス
は
、

峠
道
を
息
も
絶
え
絶
え
に
登
つ
て
い
く
。
峠
の

名
は
竹
嶺
。
古
代
、
小
自
山
脈
は
新
羅
と
高
句

麗
と
の
境
で
あ
り
竹
嶺
は
国
境
の
要
衝
で
あ

っ

た
。
め
ざ
す
は
韓
国
忠
清
北
道
丹
陽
郡
丹
陽
面

下
坊
里
の
城
山

（海
抜
三
二
三
・七
屑
）
。
昼
過
ぎ

に
慶
州
を
出
発
し
て
義
城
、
安
東
を
過
ぎ
栄
州

で
バ
ス
を
乗
り
換
え
た
。
冬
の
陽
は
短
い
。
今

夜
は
丹
陽
で
宿
を
と
ろ
う
。

竹
嶺
峠
を
越
え
る
前
に
、
バ
ス
は
停
車
し
た
。

検
間
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
銃
を
肩
に
し

た
兵
士
が
二
人
、
乗
客
の
住
民
登
録
証
を
確
認
し
て
い
く
。
わ
た
し
の
番
だ
。
パ
ス
ポ
ー
ト
を
差
し

出
す
。

「何
を
し
て
い
る
の
か
」

城
山
は
南
漢
江
に
面
し
て
北
走
す
る
山
脈
か
ら
突
出
し
て
川
に
臨
む
峰
に
あ
り
、
頂
上
部
を
取
り

図4 赤城碑出土地

＊
２０
　
韓
国
で
は
、
満

一
七

歳
に
な
る
と
両
手
の
す
べ
て

の
指
の
指
紋
を
登
録
し
、
発

給
さ
れ
た
住
民
登
録
証
を
携

帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

蔚珍
竹嶺×

金泉

安東

州

浦 項

釜

山

慶
州



写
真
７
　
丹
陽
赤
城
碑

□
□
□
□
月
中
王
教
事
大
衆
等
吸
部
伊
史
夫
智
伊
千

支
□
□
部
豆
弥
智
波
称
千
支
隊
部
西
夫
叱
智
大
阿
千

支
□
□
夫
智
大
阿
干
支
内
礼
夫
智
大
阿
干
支
高
頭
林

城
在
□
□
等
塚
部
比
次
夫
智
阿
干
支
沙
隊
部
武
力
智

阿
干
支
郷
文
村
憧
主
沙
唆
部
導
設
智
及
干
支
勿
思
伐

城
憧
主
隊
部
助
黒
夫
智
及
千
支
節
教
事
赤
城
也
外
次

□
□
□
□
中
作
善
□
懐
懃
力
使
□
人
是
以
後
其
妻
三

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
許
利
之
四
年
小
女
師
文

□
□
□
□
□
□
□
□
□
公
兄
郷
文
村
巴
弥
婁
下
千
支

□
□
□
□
□
□
□
□
□
者
更
赤
城
畑
去
使
之
後
者
公

□
□
□
□
□
□
□
□
□
異
□
耶
國
法
中
分
与
雖
然
伊

□
□
□
□
□
□
□
□
□
子
刀
只
小
女
烏
礼
今
撰
干
支

□
□
□
□
□
□
□
□
使
法
赤
城
佃
舎
法
鶯
之
別
官
賜

□
□
□
□
□
弗
今
女
道
豆
只
又
悦
利
巴
小
子
刀
羅
今

□
□
□
□
□
合
五
人
之
別
教
自
此
後
國
中
如
也
示
次

□
□
□
□
□
□
懐
懃
力
使
人
事
若
其
生
子
女
子
年
少

□
□
□
□
□
□
□
兄
弟
耶
如
此
白
者
大
人
耶
小
人
耶

□
□
□
□
□
□
□
□
□
部
奈
弗
耽
が
失
利
大
舎
都
文

村
□
□
□
□
□
□
□
□
勿
思
伐
城
憧
主
使
人
那
利
村

□
□
□
□
□
□
□
□
□
人
勿
支
次
阿
尺
書
人
唆
部

□
□
□
□
□
□
□
□
□
人
石
書
立
人
非
今
皆
里
村

□
□
□
□
□
□
□
□
智
大
烏
之
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囲
む
よ
う
に
全
長
約
七
二
〇
層
の
山
城
が
築
か
れ
て
い
る
。
山
城
と
い
っ
て
も
、
日
本
の

「お
城
」

を
想
像
し
て
は
い
け
な
い
。
英
語
で
い
え
ば
く
と
い
、
小
さ
な

「万
里
の
長
城
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

ほ
し
い
。
こ
の
山
城
は
朝
鮮
時
代
以
来

「城
山
城
」
の
名
で
知
ら
れ
て
い
た
が
、　
一
九
七
八
年
に
城

内
か
ら
石
碑
が
発
見
さ
れ
、
翌
年

「丹
陽
赤
城
」
名
で
史
蹟
二
六
五
号
に
指
定
さ
れ
た
。
目
的
は
も

ち
ろ
ん
こ
の
赤
城
碑
の
調
査
、
実
測
図
の
確
認
と
周
辺
で
の
聞
き
取
り
も
し
た
い
。
緊
張
し
て
答
え

る
、

ク

ア

ン
グ

ア
ン
　

＊
２１

「観

光
―
」

新
羅
が
竹
嶺
を
越
え
て
漢
城

（現
ソ
ウ
ル
）
に
ま
で
勢
力
を
伸
ば
し
た
の
は
五
五
二
年
以
降
、

五
五
三
年
に
は
そ
の
新
領
に
新
州
を
置
い
た
の
だ
が
、
竹
嶺
は
い
ま
で
も
交
通
の
要
衝
な
の
で
あ
る
。

無
事
に
峠
を
越
え
、
バ
ス
は
川
沿
い
に
新
丹
陽
の
街
に
向
か
っ
て
い
る
。
そ
ろ
そ
ろ
左
手
に
そ
の

山
城
が
見
え
る
は
ず
だ
と
曇

っ
た
窓
を
ぬ
ぐ
い
、
目
を
凝
ら
し
て
み
る

明
日
に
し
よ
う
。

外
は
雪
。
ま
ぁ
よ
か
ろ
う
、

新
丹
陽
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
着
き
、
寒
さ
に
思
わ
ず
肩
を
す
く
め
て
見
渡
せ
ば
、
ホ
ツ
プ
の
灯
り
だ
。

熱
爛
が
恋
し
い
が
仕
方
が
あ
る
ま
い
、
今
夜
は
セ
ン
メ
ク
チ

ュ
、
鳥
の
か
ら
揚
げ
と
添
え
の
キ
ャ
ベ

ツ
、
運
が
よ
け
れ
ば
プ
ラ
イ
に
あ
り
つ
け
る
、
い
や
ま
ず
は
宿
を
探
さ
な
け
れ
ば
。

こ
の
制
度
は
、
日
本
の
植
民

地
支
配
時
代
の
制
度
に
起
源

す
る
。

＊
２１
　
こ
ん
な
と
き
、
間
違

っ

て
も

「調
査
」
「研
究
」
な
ど

と
言

つ
て
は
い
け
な
い
。
「観

光
」
と
答
え
る
の
は
査
察
官

へ
の
配
慮
で
も
あ
る
の
だ
。

＊
２２
　
こ
の
川
は
、
韓
国
最

大
の
多
目
的
ダ
ム
で
あ
る
忠

州
湖
に
そ
そ
ぐ
。
水
量
が
多

い
の
は
そ
の
せ
い
で
、
か

つ

て
は
ふ
か
い
渓
谷
だ

っ
た
は

ず
で
あ
る
。

＊
２３
　
こ
の
と
き
は
陽
が
高

く
て
も
山
城
を
見
る
こ
と
は

で
き
な
か

っ
た

で
ぁ
ろ
う
。

一
九
九

一
年
、
春
川
―
大
邸

間
中
央
高
速
道
路
建
設
計
画

に
と
も
な

っ
て
地
表
調
査
が
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丹
陽
赤
城
碑
　
赤
城
碑
は
現
存
の
高
さ
九
二
た
ン、
幅
九
二
～

一
〇
七

彙
ン、
不
整
形
板
状
で
残
念
な
が
ら
上
部
は
破
砕
し
て
い
る
。
界
線
が
引

か
れ
た
形
跡
は
な
い
が
、
文
字
の
大
き
さ
は
ほ
ぼ
そ
ろ
い
、
字
間
、
行

間
と
も
ほ
ぼ

一
文
字
分
の
大
き
さ
を
空
け
て
整
然
と
並
ぶ
。
碑
石
の
右

下
部
に
は
自
然
の
欠
損
が
あ
る
た
め
、
第

一
行
は
そ
れ
を
避
け
て
途
中

か
ら
や
や
左
に
向
き
を
変
え
、
第
二
行
以
降
も
そ
れ
に
影
響
さ
れ
る
。

文
字
の
配
置
は
計
画
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
石
面
を
磨
い
て
そ

れ
を
石
に
落
と
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
碑
文
を
確
認
し

よ
う
。

碑
文
冒
頭
の
四
文
字
は
失
わ
れ
た
が
、
第
五
字
に

「月
」
と
ぁ
る
の
で

「□
□
年
□
」
と
復
元
す

る
の
が
よ
い
。
第
六
字

「中
」
は
時
間
を
表
す
助
詞
で

「～
に
」
の
意
で
あ
る
。
赤
城
碑
の
建
碑
は

五
四
五
十

α
年
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、
「王
」
は
新
羅
第
二
四
代
真
興
王
と
特
定
で
き
る
。

「□
□
年
□
月
に
真
興
王
が
大
衆
等
に
命
令
を
下
し
た
」

つ
ぎ
に
、
六
行
日
第
“
～
１５
字
に

「節
教
事
」
の
語
が
あ
る
。
「節
」
は

「～
の
と
き
」
と
い
ぅ

意
味
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「執
り
ま
と
め
る
」
と
い
う
意
の
動
詞
と
解
釈
し
よ
う
。
す
る
と

一
行

日
第
１３
字
以
下
六
行
日
１２
字
ま
で
に
、
真
興
王
の
命
令
を
執
行
し
た

「大
衆
」
の
名
が
列
挙
さ
れ
て

実
施
さ
れ
、
そ
の
後
に
史
蹟

整
備
が
行
わ
れ
て
、
い
ま
は

新
築
の
山
城
を
望
む
こ
と
が

で
き
る
。

＊

Ｚ

　

ホ

ッ

プ

の

語

源

は

、

ビ

ー

ル

の

原

材

料

と

し

て

使

わ

れ

る

あ

の

ホ

ツ

プ

だ

と

お

ま
ｙ
り
。　
こ

の

こ

ス
ズ

一
九
九
〇
年
）
、

飲

食

店

で

は

缶

・
瓶

に

比

ベ

大
　
　

衆
　
　
等

高
頭
林
城
在
□
主
等

郷

文

村

瞳

主

勿

思

伐

城

憧

主

職

名

吸
　
部

□
□
部

隊
　
部

塚
　
部

沙
啄
部

沙
吸
部

吸
　
部

部

　

名

伊
史
夫
智

豆

弥

智

西
夫
叱
智

□
□
夫
智

内
礼
夫
智

比
次
夫
智

武

力

者

導

設

智

助
里 1

夫
智

人

　

　

名

②
伊

千

支

④
波
称
干
支

⑤
大
阿
千
支

⑤
大
阿
千
支

⑤
大
阿
千
支

⑥
阿

千

支

⑥
阿

千

支

⑨
及

千

支

⑨
及

千

支

王

官
位

（称
号
）

表7 赤城碑教授者歴名
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い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
九
名
を
摘
出
す
る
の
は
容
易
だ
。
人
名
は
例
の
と
お
り

（職
名
）
十

部
名
十
個
人
名
十
官
位
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
官
位
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
記
さ
れ
る

（表
７
）
。
「□

□
夫
智
大
阿
干
支
」
と

「内
礼
夫
智
大
阿
千
支
」
の
部
名
省
略
も
常
例
で
あ
る
。
「沙
嫁
部
武
力
智

阿
千
支
」
も
同
様
の
理
由
で
職
名
が
刻
ま
れ
な
い
。
九
名
の
内
訳
は
、
中
央
官
が
五
人
と
赤
城
経
営

を
実
際
に
担

っ
た
地
方
官
が
四
人
。
高
頭
林
城
、
郷
文
村
、
勿
思
伐
城
は
、
安
東
、
義
城
を
中
心
と

し
た
地
域
に
分
布
し
て
い
る
。
バ
ス
で
通

っ
て
き
た
道
沿
い
で
あ
る
―

「嫁
部
伊
史
夫
智
伊
干
支
、
□
□
部
豆
弥
智
波
弥
千
支
、
隊
部
西
夫
叱
智
大
阿
干
支
、
吸
部
□
□

夫
智
大
阿
干
支
、
嫁
部
内
礼
夫
智
大
阿
千
支
、
お
よ
び
高
頭
林
城
在
□
□
等
塚
部
比
次
夫
智
阿
干

支
、
高
頭
林
城
在
□
□
等
沙
味
部
武
力
智
阿
干
支
、
郷
文
村
瞳
主
沙
吸
部
導
設
智
及
千
支
、
勿
思

伐
城
瞳
主
隊
部
助
黒
夫
智
及
干
支
が
、
真
興
王
の
命
令
を
執
行
し
た
」

冷
水
碑
、
鳳
坪
碑
の
碑
文
構
成
を
み
れ
ば
、
六
行
日
第
１７
字
以
降
に
布
告
さ
れ
た
王
命
が
刻
ま
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
失
わ
れ
た
文
字
が
多
く
、
復
原
は
む
ず
か
し
い
が
、
大
意
を
掴
む
こ
と
は
で

き
る
。
手
が
か
り
は

「小
女
」
（八
行
日
第
１７
・１８
字
、　
一
二
行
日
第
り
。１４
字
）
、
「小
子
」
（
一
四
行
日
１６
・

１７
字
）
と

「國
法
」
（
〓

行
日
第
Ｂ
・“
字
）
、
「赤
城
畑
去
」
（
一
〇
行
日
第
１２
～
１６
字
）
、
「赤
城
佃
舎
法
」

て
生
ビ
ー
ル
が

一
番
安
か

っ

た
。
生
ビ
ー
ル
は
、
流
行

っ

て
い
る
店
で
飲
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
が
。

＊
わ
　
発
見
さ
れ
た
赤
城
碑

碑
文
の
破
片
は
、
壇
国
大
学

校
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
。
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（
一
三
行
日
第
Ｈ
～
ｂ
字
）
の
語
で
あ
る
。
中
国
に
起
源
す
る
律
令
法
は
、
人
々
を
戸
籍
、
計
帳
に
登
録

し
、
男
女
の
別
と
年
齢
区
分
に
よ
つ
て
異
な

っ
た
税
額
を
負
担
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
「小

女
」
「小
子
」
の
語
は
こ
の
税
負
担
の
年
齢
区
分
と
関
係
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
の
詳
細
は

「國
法
」

に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
い
っ
ぽ
う
、
「赤
城
畑
去

（法
）
」
は
赤
城
の
畑

（戸
）
に
、
「赤

城
佃
舎
法
」
は
赤
城
の
佃
舎

（耕
地
）
に
そ
れ
ぞ
れ
関
わ
る
特
別
の
法
律
と
解
釈
で
き
る
。
す
な
わ

ち
真
興
王
の
布
告
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

「赤
城
姻
法
お
よ
び
赤
城
佃
舎
法
に
よ
つ
て
、
赤
城
経
営
に
功
の
あ

つ
た
也
小
次
の
配
偶
者
お
よ

び
子
女
な
ど
に
、
土
地
、
労
役
編
成
に
か
か
わ
る
経
済
的
恩
典
を
与
え
る
…
」

「今
後
も
、
也
小
次
の
よ
う
な
有
功
者
が
あ
れ
ば
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
そ
の
関
係
者
に
、
今
回

と
同
様
の
恩
典
を
与
え
る
…
」

先
に
み
た
鳳
坪
碑
は
か
つ
て
の
高
句
麗
所
属
集
落
を
奴
人
、
奴
村
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
関
す
る
法

令
を
奴
人
法
と
記
し
て
い
た
。
赤
城
碑
に
お
い
て
も
、
高
句
麗
か
ら
占
領
し
た
重
要
な
軍
事
的
拠
点

を
支
配
す
る
た
め
に
、
「赤
城
畑
法
」
「赤
城
佃
舎
法
」
と
い
う
特
別
の
法
令
を
適
用
す
る
こ
と
が
宣

言
さ
れ
て
い
る
。
赤
城
が
高
句
麗
と
の
国
境
線
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
住
民
は
特
別
に
配
慮
さ
れ
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た
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
こ
の
王
命
布
告
に
立
ち
会

っ
た
官
人
た
ち
、
最
後
に
建
碑
に
関
わ

っ
た
職
人
の
名
が
記

さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
「勿
思
伐
城
瞳
主
の
使
人
、
那
利
村
の
□
□
…
」
、
そ
し
て

「書
人
、

塚
部
□
□
…
」
「石
書
立
人
、
非
今
皆
里
村
の
□
□
…
」
な
ど
、
名
前
の

一
部
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
赤
城
碑
の
冒
頭
部
分
に
帰
ろ
う
。
こ
こ
に
刻
ま
れ
た
新
羅
執
政
機
関
の
構
成
は
、
さ
き
に

み
た
冷
水
碑
、
鳳
坪
碑
と
ま

っ
た
く
異
な
る
。
す
な
わ
ち
新
羅
王
は
部
名
を
帯
び
な
い
の
だ
。
ま
た

葛
文
王
の
称
号
も
見
当
た
ら
な
い
。
新
羅
王
の
補
佐
者
は
部
名
不
明
の
豆
弥
智
波
称
千
支
を
の
ぞ
い

て
隊
、
沙
味
両
部
で
占
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
新
羅
王
は
か
れ
ら
か
ら
抜
き
ん
で
て
お
り
、
む
し
ろ

建
国
神
話
の
そ
れ
に
近
い
。
こ
の
劇
的
な
変
化
は
い
つ
起
こ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
先
の

川
前
里
書
石
の
銘
文
に
刻
ま
れ
た
法
興
王
の
人
名
表
記
法
が
、
事
態
を
予
見
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
高
頭
林
城
在
□
□
等
沙
味
部
武
力
智
阿
千
支
の
名
が
興
味
深
い
。

法
興
三
十
九

（五
三
二
）
年
、
金
官
国
主
の
金
仇
亥
が
、
妃
と
長
男
の
奴
宗
、
次
男
の
武
徳
、
三

男
の
武
力
と
と
も
に
、
国
庫
の
宝
物
を
携
え
て
新
羅
に
来
降
し
た
の
で
、
新
羅
王
は
礼
を
持

っ
て

待
遇
し
た
。
上
等
の
位
を
与
え
、
彼
ら
の
本
国
を
食
邑
と
し
た
。
子
の
武
力
は
新
羅
に
仕
え
、
位



は
角
干
ま
で
進
ん
だ

（『三
国
史
記
』
「新
羅
本
紀
」
法
興
王
一
九
年
条
）
。

す
な
わ
ち
、
か
れ
の
父
は
仇
亥
、
建
国
神
話
に
登
場
す
る
あ
の
金
官
国
第
十
代
の
、
そ
し
て
最
後

の
王
な
の
で
あ
る
。

確
認
し
て
お
こ
う
。
六
世
紀
中
葉
、
新
羅
王
は
執
政
機
関
を
う
え
か
ら
リ
ー
ド
す
る
存
在
で
あ

っ

た
。
そ
の
執
政
機
関
を
構
成
し
た
の
は
味
部
と
沙
嫁
部
を
名
乗
る
人
々
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
、

滅
ん
だ
金
官
国
王
の
子
の
名
が
あ

っ
た
。

新
羅
王
と
六
部
　
五
二
四
年
、
法
興
王
の
と
き
の
新
羅
に
は
、
暖
部
を
基
盤
と
し
た
王
と
沙
隊
部
が

擁
し
た
葛
文
王
に
よ
る
二
重
王
権
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
起
源
は
、
冷
水
碑
建
碑
年
の
候
補
で

あ
る
四
四
三
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
六
世
紀
中
葉
の
真
興
王
の
と
き
に
は
、

王
は
部
を
名
乗
ら
ず
、
王
の
命
令
を
執
行
し
た
当
代
新
羅
の
執
政
機
関
を
構
成
す
る
メ
ン
バ
ー
の
う

ち
に
葛
文
王
を
称
す
る
も
の
が
い
な
い
。
新
羅
王
の
部
名
不
称
と
葛
文
王
位
の
廃
止
は
密
接
に
関
係

し
て
い
る
。
五
二
九
年
の
川
前
里
書
石
の
銘
文
か
ら
、
そ
れ
が
法
興
王
末
年
、
立
宗
葛
文
王
の
死
を

契
機
と
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
よ
う
。
と
も
か
く
も
味
部
の
王
、
沙
隊
部
の
葛
文
王
と
い
う
二
王
体

制
か
ら
六
部
を
超
越
し
た
新
羅
王

へ
と
い
う
王
権
確
立
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
も
は
や
疑
う
余
地
は
あ
る
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ま
い
。

い
っ
ぼ
う
、
六
部
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
単
な
る
父
系
血
縁
団
体
で
は
な
い
こ
と
が
、
い

ま
ま
で
み
て
き
た
碑
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
冷
水
碑
に
登
場
す
る
沙
味
至
都
慮
葛
文

王

（智
證
王
）
の
二
人
の
息
子
が
、
鳳
坪
碑
に
、　
一
人
は
味
部
牟
即
智
療
錦
王

（法
興
王
）
、
も
う

一

人
は
沙
塚
部
従
夫
智
葛
文
王
と
記
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
五
二
五
～
二
九
年
の
法
興
王
の

と
き
、
部
を
名
の
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、　
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
男
性
の
み
で
あ

っ
た
。
六
部
は

政
治
的
な
色
彩
を
強
く
帯
び
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
鳳
坪
碑
立
碑
に
遡
る
こ
と
四
年
の
五
二
〇
年
に
施
行
さ
れ
た
と
い
う

官
位
制
の
内
容
に
思
い
至
る
。
新
羅
王
を
根
源
と
す
る
身
分
秩
序
た
る
新
羅
官
位
制
は
、
新
羅
王
を

中
心
と
し
た
共
同
体
を
構
成
す
べ
き
官
位
授
与
対
象
者
の
政
治
的
枠
組
み
と
し
て
、
新
羅
六
部
を
規

定
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
葛
文
王
位
は
王
を
中
心
と
し
た
官
位
制
の
中
に

解
消
し
、
二
王
体
制
は
王

へ
と
収
飲
し
て
、
彼
は
六
部
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。
二
王
体
制
か
ら
、

六
部
を
超
越
す
る
新
羅
王

へ
と
い
う
新
羅
王
権
確
立
の
ベ
ク
ト
ル
の
基
点
付
近
に
、
官
位
制
の
創
出

が
あ

つ
た
に
ち
が
い
な
い
。

五
〇

一
年
、
百
済
で
は
東
城
王
が
暗
殺
さ
れ
、
対
新
羅
築
城
が
行
わ
れ
て
い
る
。
新
羅
と
百
済
と

は
、
四
三
四
年
に
結
好
し
て
以
来
、
友
好
的
な
関
係
が
続
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
七
五
年

＊
２６
　
東
城
王
は
第

二
四
代

百
済
王
で
、
在
位
四
七
九
～

五
〇

一
年
。
『
日
本
書
紀
』
に
は
、

第
二
三
代
百
済
王
の
文
斤
王

（三
斤
王
）
が
急
死
し
た
た
め
、

雄
略
天
皇
が
兵
士
五
〇
〇
人

と
と
も
に
日
本
に
い
た
彼
を

帰
国
さ
せ
た
と
す
る
。
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に
百
済
王
都
が
陥
落
し
、
熊
津

（現
在
の
忠
清
南
道
公
州
市
公
州
）
に
南
遷
し
て
以
来
、
国
際
環
境
は

大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ

っ
た
。
新
羅
に
は
、
こ
の
事
態
に
対
応
し
う
る
国
内
体
制
の
強
化
が
要
請
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

歴
史
も
の
が
た
り
　
新
羅
王
と
六
部
と
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
石
碑
を
巡
る
旅
を
続

け
て
き
た
。
し
か
し
、
新
羅
建
国
神
話
に
描
か
れ
た
よ
う
な
、
六
部
代
表
者
が
政
治
運
営
に
参
加
し

そ
の
う
え
に
新
羅
王
が
君
臨
す
る
と
い
う
政
治
体
制
は
、
み
つ
か
ら
な
か
つ
た
。
碑
文
か
ら
明
ら
か

に
な

っ
た
の
は
、
五
二
〇
年
以
降
に
そ
の
よ
う
な
政
治
体
制
が
指
向
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
五
二
四
年
の
鳳
坪
碑
の
段
階
に
は
、
葛
文
王
の
名
が
あ
る
よ
う
に
官
位
制
は
完
全
に
は
機
能

し
て
お
ら
ず
、
五
四
五
＋

α
年
の
赤
城
碑
の
段
階
で
も
、
六
部
代
表
者
の
名
が
揃
わ
な
い
。
ま
た
、

沙
唆
部
を
名
乗

っ
て
赤
城
碑
に
登
場
し
た
元
金
官
国
王
子
武
力
の
系
譜
は
、
そ
の
子
舒
玄
、
孫
の
庚

信
と
続
き
、
庚
信
の
妹
が
新
羅
第
二
九
代
武
烈
王
と
の
あ
い
だ
に
第
二
〇
代
文
武
王
を
儲
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
新
羅
王
統
譜
と
結
合
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
過
程
は
、
五
二
〇
年
以
降
に
指
向
さ
れ
た
、
王
の
再
生
産
基
盤
を
確
立
し
よ
う
と
模
索
す
る

過
程
で
あ

っ
た
。
新
羅
王
を
支
え
る
べ
く
あ
ら
た
に
規
定
さ
れ
た
新
羅
六
部
は
、
新
羅
の
建
国
神
話

に
王
を
推
載
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
、
鳳
坪
碑
に
み
た
よ
う
に
公
共
の
場
で
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば

＊
２７
　
四
七
五
年
、
高
句
麗

第

二
〇
代
長
寿
王
が
み
ず
か

ら
率
い
る
軍
勢
が
、
百
済

の

王
都
漢
城

（現
在
の
ソ
ウ
ル
）
を

襲

っ
た
。
百
済
第

二

一
代
蓋

歯
王
は
首
尾
よ
く
こ
れ
を
防

い
だ
が
、
追
撃
に
出
て
逆
襲

さ
れ
首
を
取
ら
れ
て
し
ま

っ

た
。
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な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
新
羅
建
国
神
話
は
、
五
二
〇
年
以
降
の
新
羅
王
権
の
課
題
を
表
現
し
て
い
た
と
か
ん
が

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
羅
の
碑
石
は
、
新
羅
王
権
が
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
歴
史
も
の
が

た
り
の
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

真
聖
王
　
六
四
五
年
、
倭
で
は
乙
巳
の
変

（大
化
の
改
新
）
が
起
こ
っ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
年
に
新

羅
で
も
あ
た
ら
し
い
王
、
旧
金
官
国
王
の
血
を
引
く
あ
の
第
二
九
代
武
烈
王
が
即
位
し
た
。
そ
う
し

て
い
わ
く
、
彼
は
初
め
て
の
男
性
の
真
骨
王
で
あ
る
、
と
。
で
は
そ
れ
以
前
の
新
羅
王
は
と
い
え
ば
、

聖
骨
王
だ
と
い
う
。
歴
史
も
の
が
た
り
は
つ
ぎ
の
幕
を
あ
げ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
文
献
史
料
が
真
骨
と

は
な
に
で
聖
骨
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
を
語
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
あ
た
ら
し
い
旅
を
始
め
る

必
要
が
あ
る
よ
う
だ
。
今
度
は
日
本
、
奈
良
県
の
東
大
寺
正
倉
院
か
ら
は
じ
め
よ
う
…
。

＊
２８
　
武
烈
王
は
第
二
七
代

善
徳
女
王
、
第
二
八
代
真
徳

女
王
の
あ
と
を
承
け
て
即
位

し
た
。
『
三
国
遺
事
』
「王
座
」

に
よ
れ
ば
、
第
二
七
代
善
徳

女
王
は
、
聖
骨
の
男
子
が
尽

き
た
た
め
に
即
位
し
た
と
す

る
。
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徳
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風
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）
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六
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